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第51回全国自治体職員サッカー選手権北信越大会2025要項 
 

１ 名 称  第51回全国自治体職員サッカー選手権北信越大会2025 

 

２ 目 的  第51回全国自治体職員サッカー選手権大会に出場するチームを決定するとともにサッカーを

通じて北信越地域の地方自治体職員の親睦と交流を図る。 

 

３ 主 催  （一社）北信越サッカー協会、全国自治体職員サッカー連盟北信越支部 

 

４ 主 管  全国自治体職員サッカー連盟長野県支部、長野県庁サッカー部 

 

５ 後 援  （一社）長野県サッカー協会、長野県 

 

６ 協 賛  （株）モルテン 

 

７ 日 程  2025年６月27日（金）～６月29日（日） 

       ６/27（金）：運営委員会、監督・代表者会議 

       ６/28（土）：一回戦、準々決勝 

       ６/29（日）：準決勝、決勝 

 

８ 会 場  一回戦、準々決勝：松本市あがた運動公園多目的広場（松本市県１－３－29） 

                松本市かりがねサッカー場（松本市惣社325） 

準決勝、決勝  ：サンプロアルウィン、信州スカイパーク芝生グランド 

（松本市神林5300） 

９ 参加資格 

 (1) 大会に参加することができるチームは、（公財）日本サッカー協会に選手登録されている県又は市町

村の職員（正規職員に限る。）により構成されており、令和７年度（2025年度）の全国自治体職員サッ

カー連盟への加盟登録及び加盟費の納入が完了しているチームであること（注１）。ただし、１自治体

１チームとする（注2）。 

   （注１）（公財）日本サッカー協会に加盟登録している他のチームの登録選手であっても、当該自治

体職員の身分を有する者であれば、全国自治体職員サッカー連盟北信越支部（以下「連盟支

部」という。）の承認を得て選手として登録することができる。 

   （注２）１自治体に複数のチームが存在する場合は、当該自治体の中で予選を行って参加チームを決

定するか、各チームから選抜した選手で参加チームを構成すること。ただし、1 自治体で1 

チームを編成することが困難な場合は、あらかじめ所管する連盟支部に申請し、承認を得て

3 つ以内の自治体でチームを編成することができる。その場合、編成する各自治体の名称で

上記(1)の手続きを経なければならない。 

 (2) 参加資格に疑義がある場合は、連盟支部の意見を求めることを要し、なお疑義のある場合は、運営委

員会がこれを裁定する。 

 

10 大会形式 

  ノックアウト方式により優勝チームを決定する。 

 

11 競技規則 

  （公財）日本サッカー協会が制定する2025年度規則による。 

 

12 大会規定 

 (1) 試合時間は70分（前後半各35分）とし、ハーフタイムのインターバル時間は10分とする。 

   70分で勝敗が決定しない場合はＰＫ戦により勝利チームを決定する。ただし、決勝戦については20分

（前後半各10分）の延長戦を行い、なお決定しない場合はＰＫ戦により勝利チームを決定する。 

 (2) ユニフォームは（公財）日本サッカー協会ユニフォーム規程を満たすものとし、フィールドプレーヤ

ー（以下「ＦＰ」という。）、ゴールキーパー（以下「ＧＫ」という。）共に正副２組の異色のユニフォ

ーム（シャツ、ショーツ、ソックス）を参加申込書により事前に登録すること。なお、参加申込書提出

後のユニフォームの変更は認めない。 
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 (3) 各試合の選手の数は１チーム先発11名、交代要員は８名以内とし、試合前にメンバー票により氏名、

背番号を届け出なければならない。 

 (4) 各試合の交代できる選手の数は交代要員のうち７名以内とする。 

 (5) 試合中にベンチに入れる人数は13名（チーム役員５名、交代要員８名）以内とし、ベンチ内の者はフ

ィールド内の選手と異なる服装でなければならない。 

 (6) 退場を命じられた選手は自動的に次の１試合に出場することができず、それ以降の処置については本

大会の規律委員会により決定する。また、本大会中、２試合にわたって警告を受けた選手は、次の１試

合に出場することができない。 

 (7) 試合の組合せは、次の事項を踏まえ、連盟支部において決定する。 

  ア 前年の優勝、準優勝、３位（優勝チームに敗れたもの）、３位（準優勝チームに敗れたもの）の順

に当該チームをシードとする。 

  イ 初戦で同県同士のチームの対戦や前年と同じチームとの対戦とならないよう配慮する。 

 

13 表彰 

 (1) 優勝チームに優勝杯を授与し、次回大会まで保持せしめる。また、優勝チームは第51回全国自治体職

員サッカー選手権大会出場の権利を得ると同時にその義務を負う。 

 (2) 準優勝チームにトロフィーを授与する。 

 (3) 優勝、準優勝及び３位チームに賞状を授与する。 

 

14 参加料 

  本大会の参加料は１チーム35,000円とする。 

 

15 その他 

 (1) 監督・代表者会議 

   監督・代表者会議を次のとおり開催するので、参加チームの監督・代表者は必ず参加すること。 

    ア 日時  令和７年６月27日（金）  午後５時から 

    イ 会場  松本市駅前会館（松本市深志２－３－21） 

 (2) 帯同審判員 

   準々決勝までの副審を出場チームに割り当てるので、出場チームは必ず審判員（３級以上の有資格者

が望ましい。）を１名以上帯同すること。なお、選手登録した者が審判員を兼ねる場合は、審判を優先

しなければならない。 

 (3) マネージャーズミーティング 

   競技本部において各試合のマネージャーズミーティングを試合開始60分前に行うので、チーム責任者

は出席すること。また、マネージャーズミーティングにはＦＰ及びＧＰの正副２組のユニフォーム（シ

ャツ、ショーツ、ソックス）、メンバー票３部及び（公財）日本サッカー協会発行の選手証（写真を貼

り付けたもの）を持参すること。なお、選手証は（公財）日本サッカー協会のＷｅｂ登録画面を出力し

たもの（写真が登録されたもの）でもかまわない。 

 (4) 選手の本人確認 

   試合開始10分前にベンチで選手証による本人確認を行うので、選手は選手証を携行すること。 

 (5) ベンチ 

   ベンチは、競技場に向かって右側をプログラム組合せ表の右側のチームとする。 

 (6) テクニカルエリア 

   試合中、テクニカルエリア内において２人以上同時に指示を出すことはできない。 

 

16 問い合わせ先 

  第51回全国自治体職員サッカー選手権北信越大会2025実行委員会事務局 

    住 所：〒380-8570 長野県長野市南長野幅下692-2 長野県農政部農地整備課 小板橋 

    電 話：026－235－7237 Ｆａｘ：026－233－4069  携 帯：080－5671－5915 

    E-MAIL： koitabashi-haruyuki-r@pref.nagano.lg.jp 


